
日 薬 業 発 第 428 号 

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

令和５年１月24日からの大雪に伴うオンライン資格確認等システム 

における「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化終了について 

 

 

 標記につきまして、厚生労働省保険局医療介護連携政策課より別添のとおり連絡が

ありましたのでお知らせいたします。 

 令和５年１月 24 日からの大雪に伴うオンライン資格確認等システムにおける「緊

急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間につ

いては、令和５年１月 25 日付け日薬業発第 406 号にてお知らせしたところですが、

アクティブ化については令和５年２月１日をもって終了するとのことです。 

つきましては、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和５年２月 １日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

 

 

令和５年１月 24日からの大雪に伴うオンライン資格確認等システムにおける 

「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化終了について 

 

 

標記につきましては、別紙１のとおり社会保険診療報酬支払基金・国民健康

保険中央会あてにアクティブ化の開始を連絡しているところ、当該事務連絡に

記載されている「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化期間につい

て、別紙２のとおり本年２月１日をもって終了するよう社会保険診療報酬支払

基金・国民健康保険中央会あてに連絡しましたので、貴団体におかれまして

も、関係者に対し周知を図られますようお願いいたします。 

 

 

以上 

  



 

事 務 連 絡 

令和４年３月 17 日 

（令和４年７月 19日一部改正） 

 

社会保険診療報酬支払基金 

国民健康保険中央会 

 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

 

 

オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」 

をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について 

 

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関・薬局においては、最

新の保険資格情報のみならず、患者がマイナンバーカードを用いて本人確認を

行い、薬剤情報・特定健診情報等（以下「医療情報」という。）の提供に同意し

た場合に限り、医師等の有資格者は医療情報も閲覧することが可能です。 

また、「オンライン資格確認等システム利用規約」（以下「利用規約」という。）

第 21条２項のとおり、災害等が発生した場合には、患者がマイナンバーカード

を紛失等した場合であっても、医療機関・薬局は、オンライン資格確認等システ

ムを通して保険資格情報・医療情報を閲覧することができます。 

 

オンライン資格確認等システム利用規約 

第二十一条 （略） 

２ 前項の規定によらず、天災地変により実施機関が必要と判断した場合は、

患者から口頭で同意を取得することをもって、サービス利用者は薬剤情報・

特定健診情報等の提供を求めることができます。また、同様の場合であって

患者から口頭で同意を取得することが困難な場合、前項の規定によらず、同

意の取得は必要ありません。 

 

災害等発生時における利用規約第 21条２項に基づく保険資格情報・医療情報

の閲覧は、医療保険情報提供等実施機関（以下「実施機関」という。）が「緊急

時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化することで閲覧可能となります。 

つきましては、災害救助法（昭和 22年法律第 118号）が適用される災害等が

発生した時には、災害救助法が適用された市区町村に対して、当面、災害救助法

の適用第一報から一週間、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・

御中 

別紙１ 



 

資格確認機能」をアクティブ化するとともに、その旨を同対象地域に存する医療

機関・薬局に周知を行うよう、よろしくお願いいたします。 

上記の取扱は、災害救助法等が適用される災害等が発生した時に実施機関に

おいて初動対応として実施いただくものとし、その上で、個別の災害等の状況に

応じ、当課から上記の取扱について確認的に、又は上記の取扱の終了等について

御連絡するために、別途事務連絡を発出させていただくことを申し添えます。 

なお、今般の措置を講じるに当たり、医療機関・薬局において留意すべき点は

別添のとおりです。対象地域の医療機関・薬局に周知する際に、併せて記載等い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

以上 

  



 

医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点 

 

○ 患者の薬剤情報・特定健診情報等（以下「医療情報」という。）を閲覧する

ことは、患者に提供する医療サービスでの利用に限られます。利用目的外で患

者の医療情報を閲覧することは認められません。 

なお、医療機関・薬局において医療情報を閲覧した際、オンライン資格確認

等システムにログ（通信記録）が保管される仕組みとなっております。 

 

○ 「オンライン資格確認等システム利用規約」第 21条２項に基づく医療情報

の閲覧を行うに当たっては、以下の方法で患者の特定を行ってください。詳細

については、「オンライン資格確認等システム操作マニュアル（災害時医療情

報 閲 覧 編 ） 」 （ https://www.iryohokenjyoho-

portalsite.jp/download/docs/8dbd0b2ec9d9db553a661cea180a3523.pdf  ）

をご参照ください。 

 

1. 医療機関等が、当該患者の被保険者番号を把握している場合 

⑴ 患者から、医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。 

⑵ 資格確認端末から、当該患者の被保険者番号をキーに、オンライン資

格確認等システムに照会する。 

 

2. 医療機関等が、当該患者の被保険者番号を把握していない場合 

⑴ 患者から、医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。 

⑵ 当該患者の①氏名、②生年月日、③性別、④保険者名称又は患者の住所

の一部を確認し、資格確認端末に入力。①～④の情報から、被保険者番

号等を特定した上で、被保険者番号をキーに、オンライン資格確認等

システムに照会する。 

 

※ なお、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難な場合には、個人情報の保護に関する法律

（平成 15 年法律第 57 号）第 20 条第２項第２号に基づき、本人の同意は

必要ありません。 

この場合は、患者が所持する身分証明証や家族から提供された情報をも

とに本人を特定し、オンライン資格確認等システムへの照会を行ってくだ

さい。 

 

 

別添 



 

 

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

第二十条 （略） 

２ 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人

の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 

一 （略） 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

三～八 （略） 

 

 

  



 

事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ２ 月１日 

 

社会保険診療報酬支払基金 

国民健康保険中央会 

 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

 

 

 

令和５年１月 24日からの大雪に伴うオンライン資格確認等システムにおける 

「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化終了について 

 

 

オンライン資格確認等システム利用規約第 21 条２項に基づく保険資格情報・

医療情報の閲覧機能のアクティブ化範囲等については、「令和５年１月 24日 か

らの大雪に伴うオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格

確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」（令和５

年１月 25日付事務連絡）にて、対象範囲の医療機関・薬局に対して「災害救助

法の適用第１報から一週間」（本年２月１日まで）アクティブ化するようご連絡

したところ、当該連絡のとおり２月１日をもって「緊急時医療情報・資格確認機

能」のアクティブ化を終了していただきますようお願いいたします。 

また、今般の措置について、対象地域の医療機関・薬局に周知いただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

以上 

  

別紙２ 

御中 


